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はじめに 1 
 2 
2019 年３月 25 日付で、「地方創生ＳＤＧｓ・ＥＳＧ金融調査・研究会」より、「地方創生に向けたＳ3 

ＤＧｓ金融の推進のための基本的な考え方」1が示された。この報告書の中では、地域の多様なステーク4 
ホルダーが連携して、地域課題の解決に向けて、キャッシュフローを生み出し、得られた収益を地域に5 
再投資する「自律的好循環」を形成することが求められている。 6 
2019 年度に設置された「地方創生ＳＤＧｓ金融調査・研究会」では、「地方創生ＳＤＧｓ金融の官民7 

連携のパートナーシップによる自律的好循環形成に向けて」2の報告書が作成され、登録・認証等制度の8 
展開や、様々なステークホルダーによる事業の取組に対する評価手法等の構築などの枠組みについて具9 
体化が本格的に進められているところである。 10 
 11 
本ガイドライン策定までの経緯 12 
 13 

「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」について有識者及び実務経験者等により、以下の３点を基本14 
的な考え方としながら、本ガイドラインの内容等が議論された。 15 
 16 
① 既にいくつかの地方公共団体等で実施されているＳＤＧｓに関する登録等制度の内容との整合性17 

に配慮すること 18 
 19 

② 登録・認証等の制度の実施を検討しようとしている、または未だ実施検討を行っていない地方公共20 
団体等の状況などを踏まえたものとすること 21 
 22 

③ 地域事業者による地方創生ＳＤＧｓに関する取組を加速させるような仕組みであること 23 
 24 

本ガイドラインは、これらの議論等を踏まえ、地方創生ＳＤＧｓ金融調査・研究会（事務局：内閣府25 
地方創生推進事務局）が策定したものである。 26 
地方創生の実現においては、ＳＤＧｓへの取組を通じた官民連携のパートナーシップの構築が重要27 

であり、今後益々、地方創生ＳＤＧｓに積極的に取り組む地域事業者等における取組の「見える化」28 
の必要性が高まることが想定される。そのため、各地方公共団体や、民間企業等における「地方創生29 
ＳＤＧｓ登録・認証等制度」の構築を支援するガイドラインの早急な提示が期待される。 30 
なお、今後も地方公共団体関係者、民間企業、住民、有識者をはじめ関係各分野からのご意見を踏31 

まえながら継続的に見直しを実施する予定としている。 32 
 33 

34 

                                                      
1 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/kaigi/sdgs_kinyu.html 
2 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/kaigi/sdgs_kinyu2.html 



2 | 

地方創生ＳＤＧｓ金融調査・研究会（敬称略・五十音順） 1 
 2 

◎座長  ○座長代理 3 
（委員一覧） 4 
上田ゆかり      北九州市企画調整局ＳＤＧｓ推進室次長 5 
 6 
金井  司      三井住友信託銀行株式会社経営企画部フェロー役員 7 

チーフ・サステナビリティ・オフィサー 8 
 9 
蟹江 憲史      慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授 10 
 11 
篠崎 研一      第一勧業信用組合連携企画部部長 12 
 13 
渋谷 博之      多摩信用金庫経営戦略室長 14 
 15 
鈴木 圭一      株式会社横浜銀行地域戦略統括部長 16 
 17 
竹ケ原啓介（○）   株式会社日本政策投資銀行執行役員産業調査本部副本部長 兼  18 

経営企画部サステナビリティ経営室長 19 
 20 
林  宏行      長野県産業労働部長 21 
 22 
三宅 和彦      株式会社愛媛銀行執行役員企画広報部長 23 
 24 
村上 周三（◎）   一般財団法人建築環境・省エネルギー機構理事長 25 

一般社団法人環境不動産普及促進機構理事長 26 
 27 
 28 
（オブザーバー） 29 
金融庁 30 
経済産業省 31 
中小企業庁 32 
関東経済産業局 33 
環境省 34 
外務省 35 
 36 
 37 
  38 



3 | 

目 次 1 
 2 
第１章 本ガイドラインにおける基本事項 3 
１．本ガイドラインの目的 4 
２．本ガイドラインの基本的な考え方 5 
３．本ガイドラインの構成 6 

 7 
第２章 地方創生ＳＤＧｓとは 8 

１．持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）とは 9 
  （１）ＳＤＧｓを巡る国際的な動向   10 

（２）金融面におけるＳＤＧｓの動向 11 
  （３）政府におけるＳＤＧｓ達成に向けた取組 12 
  （４）民間企業等におけるＳＤＧｓ達成に向けた取組 13 
  （５）地方創生ＳＤＧｓの推進に向けて 14 
２．地方創生におけるＳＤＧｓの位置付け 15 
  （１）ＳＤＧｓ実施指針における取組 16 
  （２）第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略における取組方針 17 

（３）第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」における「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等 18 
制度」の位置づけ 19 

  （４）「ＳＤＧｓ未来都市・自治体ＳＤＧｓモデル事業」の取組 20 
  （５）地方創生ＳＤＧｓ官民連携の推進 21 
     ①「地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム」 22 
   ②「令和元年度上場企業及び機関投資家等における地方創生ＳＤＧｓに関する調査」 23 
３．地方創生ＳＤＧｓ金融を通じた自律的好循環の形成に向けて 24 

 25 
第３章 地方公共団体によるＳＤＧｓ登録・認証等制度の取組 26 

１．地方公共団体におけるＳＤＧｓ登録・認証等制度を巡る現状 27 
  （１）地方公共団体における登録・認証等制度の取組状況 28 

（２）今後の取組の加速化に向けて 29 
２．「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」のメリット 30 

 31 
第４章 「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」の構築に当たって 32 

１．「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」について 33 
  （１）「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」の基本的な考え方 34 
  （２）「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」の枠組み 35 
     ①登録・認証等制度の全体像及び運用主体 36 

②登録・認証団体の取組状況に応じた登録・認証基準の設定の考え方 37 
     ③登録・認証プロセス 38 
２．「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」の構築・運用に向けた準備等 39 



4 | 

 1 
第５章 本ガイドラインの今後の方向性 2 
 3 
留意事項 4 
  5 



5 | 

第１章 本ガイドラインにおける基本事項 1 
 2 
１．本ガイドラインの目的 3 
本ガイドラインは、地方創生ＳＤＧｓ金融を通じた「自律的好循環」を形成するため、登録や認証の4 

仕組みに取り組んでいる、または、仕組みの構築に関心を持つ地方公共団体・民間団体等を主に対象と5 
して作成されている。地方公共団体・民間団体等が登録・認証団体として、地域事業者等によるＳＤＧ6 
ｓへの取組を評価し、「見える化」するための「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」を運用するに当た7 
って、整備すべき事項等について考え方を示すことで、その取組を促進することを目的としている。 8 
 9 
２．本ガイドラインの基本的な考え方 10 
 本ガイドラインは、各地方公共団体・民間団体等を含む全てのステークホルダーが自身の考え方に沿11 
って取組を促進するための支援ツールであり、本ガイドラインの使用を強制するものではない。 12 
具体的には、「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」を取り入れることの意義や「地方創生ＳＤＧｓ登13 

録・認証等制度」の目的及び概要、取組によるメリット等を明示することで、これまで地方創生ＳＤＧ14 
ｓへの取組が進んでいない、または取組の実施について検討している地方公共団体・民間団体等による15 
取組の一層の加速化を図るものである。さらに、すでに「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」を独自16 
で策定している地方公共団体・民間団体等においても、これら団体が引き続き取組をさらに促進、拡大17 
するための参考となる考え方を示すものである。 18 
 19 
３．本ガイドラインの構成 20 
 本ガイドラインの構成は、以下の通りである。まず、第２章では、地方創生ＳＤＧｓの概要と現状に21 
ついて説明する。続く第３章では、「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」の概要について説明を行う。22 
第４章では、「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」に期待される事項と具体的対応方法について説明を23 
行うこととする。 24 
 25 
４．本ガイドラインにおける用語の説明 26 
 ① 登録・認証団体 27 
   「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」の登録・認証を行う団体の総称を指し、地方公共団体及28 

び民間団体等を想定。 29 
 30 

② 申請者  31 
「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証制度」に申請し、登録・認証等を受けることを希望する団体の総32 
称を指し、地域事業者をはじめ、地域金融機関や上場企業（支店等含む）等を想定。 33 
 34 

③ 地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度 35 
  ・本ガイドラインで検討を進めている制度を指し、登録・認証団体が「宣言」「登録」「認証」の３36 

つの段階から１つまたは複数を選択して制度の設計、運用を行うもの。 37 
それぞれの制度において見込まれる効果は以下のとおりを想定している。 38 

   「地方創生ＳＤＧｓ宣言」：ＳＤＧｓへ取組む地域事業者のすそ野拡大 39 
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   「地方創生ＳＤＧｓ登録」：地域事業者の地方創生ＳＤＧｓにかかる事業の高度化 1 
   「地方創生ＳＤＧｓ認証」：地位事業者の取組の専門的・客観的な評価による事業拡大 2 
  ・なお、既存の地方公共団体等によって運営されている地域事業者等へのＳＤＧｓに関する取組を3 

登録・認証するための制度全般については、「登録・認証等制度」と記載する。 4 
 5 
④  評価手法・評価基準 6 

  ・登録・認証等を行うに当たっての評価及び登録・認証後に取り組みの進捗確認等を行うに当たっ7 
ての評価に関する手法及び基準を指す。評価の実施に当たっては、「地方創生ＳＤＧｓ取組達成8 
度評価項目 3」等を参考とし、地域の実情に応じた評価基準等を設定することが期待される。 9 

10 

                                                      
3 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/kaigi/pdf/sdgs_finance_report_main.pdf 
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第２章 地方創生ＳＤＧｓとは 1 
 2 
１．持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）とは 3 
 4 
（１）ＳＤＧｓを巡る国際的な動向 5 
 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals）は、2015 年に国連本部において6 
採択された「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」4の中核文書であり、7 
17 のゴール（目標）と 169 のターゲット等から構成されている。先進国・途上国を問わず、世界全体8 
の経済、社会及び環境の三側面における持続可能な開発を統合的取組として推進し、ＳＤＧｓの達成に9 
向けた取組を進めることが求められている。  10 

ＳＤＧｓは従前の「ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ：Millennium Development Goals）」と比較して、11 
「企業」をその達成に向けた主要な実施主体として明示的に位置付けている。近年の企業経営における12 
取組においては、ＣＳＲ（企業の社会的責任）やＣＳＶ（社会的共有価値）等の新たな社会規範に対し13 
て、企業も積極的に対応する潮流が生まれている。ＳＤＧｓの理念は、このような流れと軌を一にする14 
取組である。ＳＤＧｓに積極的に取り組むことで、企業が社会的責任を果たすことのみならず、企業の15 
ビジネスそのものにも利益をもたらすことが想定される。 16 

  17 
（２）金融面におけるＳＤＧｓの動向 18 

近年の金融業界では、持続可能な社会への移行に向けた要請の高まりを受けて、金融機関がファイ19 
ナンスを通じて経済・社会・環境に与えるインパクトの大きさを認識し、諸課題の解決に貢献するこ20 
との必要性が広く認識されている。 21 
具体的には、国連による責任投資原則（ＰＲＩ）（2006 年４月）の流れを受けて、投融資等の判断22 

にあたって企業の持続的成長性やリスク等に影響を及ぼすＥＳＧ（Environment（環境）、Social（社23 
会）、Governance（ガバナンス））要素や非財務情報、社会貢献等を考慮する動きが拡大している。 24 
また、2015年９月のＳＤＧｓ採択を契機に、持続可能な社会の実現に向けた投融資への注目が高ま25 

っている。 26 
2015年１０月には、国連環境計画金融イニシアティブ（ＵＮＥＰ ＦＩ：UNEP Finance Initiative）27 

が、ＳＤＧｓの達成に向けた「ポジティブ・インパクト宣言」を発表した。 28 
翌 2016 年のＰＲＩ年次総会では、ＳＤＧｓを実現するための「持続可能な開発投資 （ＳＤｌｓ）」29 

という概念が、「リスク・リターンの基準を満たしかつ環境や社会にポジティブなインパクトをもた30 
らす投資」として示され 5、ＥＳＧとＳＤＧｓの概念が軌を一にして捉えられるようになりつつある。 31 
同様に、欧州委員会が 2016 年 10 月に設置した「持続可能な金融についてのハイレベル専門家グル32 

ープ（ＨＬＥＧ）」では、「サステナブル金融」のスコープとして、投融資や資産価値評価におけるＥ33 
ＳＧ要素の考慮のみならず、持続可能な成長に資する分野への資金提供などの広範囲の概念が示され34 
ている 6。 35 

                                                      
4 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html 
5 https://www.unpri.org/sdgs/investors-and-the-sustainable-development-goals/304.article 
6 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en 
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その他、ＵＮＥＰ ＦＩは、2017年にＳＤＧｓ達成に向けた金融の共通枠組みである「ポジティブ・1 
インパクト金融原則」、2018 年 11 月には金融機関が投融資のポジティブ・インパクトを測定する際に2 
参照するモデル・フレームワークを発表し、2019年には銀行版ＰＲＩとも呼べる「責任銀行原則（Ｐ3 
ＲＢ：Principles for Responsible Banking）」を発足し、我が国の銀行からも支持を表明する動きが4 
みられている 7。 5 
上記のグローバルな潮流からも明らかなように、金融面においては、環境、社会、ガバナンスの非6 

財務情報の３項目を重視した持続可能な事業経営を進める企業に対する投融資（ＥＳＧ金融）が国際7 
的に主流化しているが、近年それに加え、グローバルアジェンダとしてＳＤＧｓへの取組が重要性を8 
増している。 9 
中でも金融セクターの重要性は国際的に広く認識され始めており、これは、金融セクターが「経済10 

のあらゆるセクターを横断する唯一の非公共的ステークホルダー」であることに起因する。 11 
独自の専門性や最大の資金源でもある金融セクターは、政府や企業と並んで、経済において積極的12 

に好影響を与えることができる主要なプレーヤーである 8。また、多くの事業者が事業活動において13 
ＥＳＧ、ＳＤＧｓ等への取組を開始しており、自社の気候変動対策の取組や社会的インパクト推進の14 
取組ためにＳＤＧｓ、ＥＳＧに関連した債券等（グリーンボンド、ソーシャルボンド等）を発行する15 
など、金融においても「サステナビリティ」という概念が普及し、社会や環境を意識した経営戦略が16 
企業利益や企業価値向上に繋がるとの認識の下で、取組が拡大している。 17 
 18 

（３）政府におけるＳＤＧｓ達成に向けた取組 19 
国内においては、関係行政機関相互の緊密な連携を図り、ＳＤＧｓの実施を総合的かつ効果的に推進20 

することを目的に政府内にＳＤＧｓ推進本部（本部長：内閣総理大臣）を設置し、「持続可能な開発目標21 
（ＳＤＧｓ）実施指針」及び「ＳＤＧｓアクションプラン（以下、アクションプラン）」が決定された。  22 

アクションプランにおいては「ＳＤＧｓ と連動する Society5．0の推進」、「ＳＤＧｓを原動力とした23 
地方創生」、「ＳＤＧｓの担い手として次世代・女性のエンパワーメント」を三本柱とする日本の「ＳＤ24 
Ｇｓモデル」が掲げられ、ＳＤＧｓの達成に向けた取組が、日本の各地域が抱える諸課題の解決に貢献25 
し、持続可能な開発、すなわち地方創生を推進するものとされている。 26 

「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2018 改訂版）」（2018 年 12 月 21 日閣議決定）9では、「今後、27 
更に地方創生を深化させていくために、中長期を見通した持続可能なまちづくりに取り組むことが重要28 
であることから、2030 年を期限とするＳＤＧｓの達成のための取組を推進し、ＳＤＧｓの主流化を図29 
り、経済、社会、環境の統合的向上等の要素を最大限反映する」ことが示された。また、2019 年 8 月30 
にはＳＤＧｓのグローバル指標に関する日本の達成状況のデータを公表 10するなど、グローバル指標等31 

                                                      
7 49 カ国 130 の署名行の代表を集めて正式発足。日本からは三菱 UFJ フィナンシャル・グループ
（MUFG）、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループの 3メガバンクと、三
井住友信託銀行の 4 金融グループが署名 
8 https://pfa21.jp/wp2018/wp-content/uploads/h30yotai1-chiiki3_3Rethinking-Impact_Consultation-
Version_J.pdf 
9 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/index.html#an1 
10 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/statistics/index.html 



9 | 

のデータに基づき、ＳＤＧｓの各目標の進捗状況について、把握、評価し、政策に反映する仕組みづく1 
りに取り組んでいる。 2 
 3 
（４）民間企業等におけるＳＤＧｓ達成に向けた取組 4 
 2017 年 11 月に、日本経済団体連合会がＳＤＧｓの観点から「企業行動憲章」及び「実行の手引き」5 
の改訂を一つのきっかけとして、民間企業等におけるＳＤＧｓへの認識が急速に高まっている。日本経6 
済団体連合会は、ＳＤＧｓ達成に向け"Society 5.0"の実現を通じたＳＤＧｓの達成を目指し、競合他7 
社や他業界、大学や研究機関、地域社会など多様なステークホルダーが連携し、オープンイノベーショ8 
ンを図っていくことを目指し、"Society 5.0"包括提言の公表や事例集"Innovation for ＳＤＧｓ"の作9 
成等を進めている。2020 年以降、こうした機運が一層高まり、大企業だけでなく 中小企業、地方企業10 
も含めた動きが加速していくことが期待されている。 11 
 「地方創生ＳＤＧｓ金融調査・研究会」で実施した全国の地域事業者 1,154名を対象としたアンケー12 
ト 11においては、ＳＤＧｓと関連性の高い事業を実施している地域事業者は 83%にのぼった。また、同13 
アンケートにおいて、地域事業者のＳＤＧｓに関する取り組みを登録・認証するための制度が設置され14 
た場合、過半数の地域事業者が登録に意欲を示している。 15 
 16 
（５）地方創生ＳＤＧｓの推進に向けて 17 

日本の総人口は、今後 100 年間で明治時代後半の水準に戻っていく可能性があり、この変化は過去に18 
例を見ない、極めて急激な減少である。人口減少社会の到来により、このままでは、地方の多くが衰退19 
し、いずれ日本全体も衰退する恐れがある。このため、地方創生は、少子高齢化の課題に対応し、人口20 
減少に歯止めをかけるとともに、それぞれの地域で住みやすい環境を確保して、将来にわたって活力あ21 
る社会を維持していくことを目標としている。 22 
地方創生ＳＤＧｓの推進に向けては、様々なステークホルダーによる連携のもと、地域における多様23 

な課題に対応する中で、ＳＤＧｓの特徴である「経済、社会、環境の統合的向上」を図る施策に取組む24 
ことが重要である。 25 

内閣府では、こうした地方創生ＳＤＧｓの達成のための取り組みについて基本的考え方の検討を行う26 
ため、2017 年６月に、自治体ＳＤＧｓ推進のための有識者検討会を設置し、11月に「地方創生に向けた27 
自治体ＳＤＧｓ推進のあり方」（コンセプト取りまとめ）を発表した。地方公共団体によるＳＤＧｓの優28 
れた取組を提案する都市を「ＳＤＧｓ未来都市」として選定し、成功事例の創出及び普及展開を図るほ29 
か、「地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム」を通じてＳＤＧｓに積極的に取り組む広範なステ30 
ークホルダーにおけるパートナーシップを強化するなど、様々な取組を行っている。 31 

地方公共団体においては、世界共通の指標であるＳＤＧｓを活用することにより、地域課題の「見え32 
る化」、課題解決に向けた体制づくり、ガバナンス手法の確立、地域間の広域連携を図ることができる。33 
そして、コミュニティーの再生や少子高齢化、教育、雇用対策など様々な課題の解決に向けて、経済、34 
社会、環境の三側面を統合する施策の推進により、政策推進の全体最適化、地域課題解決の加速化とい35 
う相乗効果を見込むことができる。 36 

こうした取り組みによって、持続可能なまちづくりと地域活性化が図られ、地方創生の目的である「人37 

                                                      
11 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/kaigi/sdgs_kinyu2.html 
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口減少と地域経済縮小の克服」と、「まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立」につながる。 1 
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２．地方創生におけるＳＤＧｓの位置付け 1 
 2 
（１）ＳＤＧｓ実施指針等における地方創生ＳＤＧｓの取組の位置付け 3 
地方創生ＳＤＧｓに関する取組は、ＳＤＧｓ達成に向けた中長期的な国家戦略である「ＳＤＧｓ実施4 

指針」と、地方創生の実現のための中期的な戦略である「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の双方の5 
政策における共通の領域の中に位置付けられる。具体的な取組としては、「ＳＤＧｓ未来都市」の選定等6 
によるベストプラクティスの創出及び普及展開、「地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム」等に7 
よる官民連携の推進、「地方創生ＳＤＧｓ金融」を通じた自律的好循環の達成に向けた取組等である。 8 

 9 
（２）第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」における取組方針 10 
2017年６月に開催されたＳＤＧｓ推進本部会合（第３回）における、安倍総理大臣のＳＤＧｓ達成に11 

向けた地方の取組を促進する施策の検討、実施に関する発言を受け、同日「まち・ひと・しごと創生基12 
本方針２０１７」が閣議決定され、「Ⅲ．各分野の施策の推進」の「４．時代に合った地域をつくり、安13 
心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する」において、「地方公共団体における持続可能な開発14 
目標（ＳＤＧｓ）の推進」が盛り込まれた。この中で、「今後「環境未来都市」構想の更なる発展に向け15 
て、地方公共団体におけるＳＤＧｓ達成に向けた取組を促進するための施策を検討し、方向性を取りま16 
とめる」こととされた。 17 
2019 年 12 月に公表された第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、持続可能なまちづくり18 

や地域活性化に向けて取組を推進するに当たって、ＳＤＧｓの理念に沿って進めることにより、政策全19 
体の全体最適化、地域課題解決の加速化という相乗効果が期待でき、地方創生の取組の一層の充実・深20 
化につなげることがうたわれており、地方創生に向けた日本のＳＤＧｓモデルを国内外に発信するとと21 
もに、引き続き、「ＳＤＧｓ未来都市」の選定や、経済、社会、環境の三側面が統合し、相乗効果と自律22 
的好循環を生み出すモデル事業の形成への支援強化が求められている。 23 

地方公共団体においても、地方創生ＳＤＧｓの達成へ向け、独自に登録や認証を行うなどの「見える24 
化」の仕組みに積極的に取り組み、地方創生ＳＤＧｓの普及促進活動の展開を積極的に推し進める地方25 
公共団体が出てきている。こうした地方公共団体レベルの取組を加速化するためにも、地方創生ＳＤＧ26 
ｓの普及促進活動を展開し、地方公共団体によるＳＤＧｓ達成のためのモデル事例の形成を行うことが27 
求められている。 28 
 29 
（３）第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」における「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」 30 

の位置づけ 31 
 第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、新たに設定された横断的な目標「新しい時代の流32 
れを力にする」において、地方創生ＳＤＧｓの実現などＳＤＧｓを原動力とした持続可能なまちづくり33 
の重要性が言及されるなど、地方創生ＳＤＧｓへの取組の意義がより強調されている。 34 
図表１において同戦略と地方創生ＳＤＧｓの推進に関わる活動との関連を示しているが、具体的には、35 

地方公共団体のみならず、民間企業、金融機関などの多様なステークホルダーによる「地方創生ＳＤＧ36 
ｓ官民連携プラットフォーム」の取組を一層活発化させるとともに、優れたＳＤＧｓの取組を提案する37 
都市・地域を「ＳＤＧｓ未来都市」として新たに選定し、既に選定した都市も含め関係省庁で協力に支38 
援するなど、ＳＤＧｓを原動力とした地方創生の推進が打ち出されている。 39 



12 | 

特に金融面における地方創生ＳＤＧｓの推進に資する施策の検討を通じた自律的好循環を生み出す1 
モデル事業の形成支援が地方創生ＳＤＧｓ推進の中核に位置付けられており、地域における資金の還流2 
と再投資を生み出すため、地方公共団体による地域事業者等を対象にした登録・認証等制度の展開、地3 
域金融機関等に対する表彰制度、地域金融機関等と大学等との連携による産業シーズやイノベーション4 
の創出や、様々なステークホルダーによる事業の取組に対する評価手法等の構築に関して、明確に言及5 
されている。 6 

また、同戦略において重要業績評価指標として 2024 年度までに、60％の都道府県及び市区町村がＳ7 
ＤＧｓの達成に向けて何らかの取組を行っていることを目標として掲げている。このように、第２期「ま8 
ち・ひと・しごと創生総合戦略」における地方創生ＳＤＧｓの位置づけの重要性を受け、「地方創生ＳＤ9 
Ｇｓ登録・認証等制度」の構築が早急に求められていることが言える。なお、地方公共団体における取10 
組状況については、内閣府で全国の地方公共団体を対象に、2019 年に実施したアンケートでは、ＳＤＧ11 
ｓの認知度がほぼ 100％となっている一方、「現在取組を推進している」と回答した地方公共団体は全体12 
の 13％にとどまっている。 13 

 14 
図表 １ 地方創生ＳＤＧｓの推進に向けて～第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略 15 

 16 

（４）「ＳＤＧｓ未来都市・自治体ＳＤＧｓモデル事業」の取組 17 
 内閣府では、かねてより「環境未来都市」構想を推進し、各都市における成功事例の共有等を通じて、18 
地方創生の深化につなげてきた。2008 年以降、我が国が目指すべき低炭素社会の姿を住民に分かりやす19 
く示すため、温室効果ガスの大幅な削減など高い目標を掲げて先進的な取組にチャレンジする 23 都市20 
を「環境モデル都市」として選定してきた。更に、2011 年には、環境・超高齢化対応等の課題解決に向21 
けて、経済、社会、環境の三側面において、より高いレベルの持続可能性を目指す 11 の都市・地域を22 
「環境未来都市」として選定し、新たな価値を創造する都市として支援してきた。これらの施策をまと23 
めて「環境未来都市」構想という。  24 
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この「環境未来都市」構想は、地域資源を活かし、経済、社会、環境の三側面における価値創造を活1 
性化し、自律的に発展する多様な都市・地域モデルの創出を実現するとともに、その成功事例の普及展2 
開を通じて、幅広い地方創生を推進し、一定の成果を得た。その考え方は、ＳＤＧｓの理念と軌を一に3 
するものであり、ＳＤＧｓの取組の先行例といえる。 4 
2018 年度及び 2019 年度には、地方公共団体によるＳＤＧｓの達成に向けた優れた取組を提案した計5 

60 都市を「ＳＤＧｓ未来都市」として選定し、その中から特に先導的な事業を提案した 20 都市を「自6 
治体ＳＤＧｓモデル事業」として選定し、これらを通じてベストプラクティスの創出と普及展開等を図7 
っている。 8 
 なお、2020年度の「ＳＤＧｓ未来都市」等の選定より、選定に当たっての評価基準に新たに「自律的9 
好循環の形成に向けた制度の構築等」の項目を設定し、その評価及び採点の視点においては「地方創生10 
ＳＤＧｓに積極的に取り組む地域事業者等と連携し、自律的好循環の形成へ向けた登録や認証の制度の11 
構築といった取組等について、検討や具体化を進めているか」との旨を記載しており、「ＳＤＧｓ未来都12 
市」においては、地方創生ＳＤＧｓ金融を通じた自律的好循環の形成に積極的に取り組み、モデルとな13 
る事例を創出していくことが求められている。 14 
 15 

図表２ ＳＤＧｓ未来都市・自治体ＳＤＧｓモデル事業選定都市一覧 16 

 17 
（５）地方創生ＳＤＧｓ官民連携の推進 18 

① 「地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム」 19 
2018 年８月に地方公共団体におけるＳＤＧｓの達成に向けた取組と、それに資する「環境未来都市」20 

構想の更なる推進を通じた、より一層の地方創生に向けて、地方公共団体及び地域経済に新たな付加価21 
値を生み出す企業、専門性をもったＮＧＯ・ＮＰＯ、大学・研究機関等の広範なステークホルダーとの22 
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パートナーシップの深化、官民連携の推進を図るため、「地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム」1 
が発足された。2020 年７月末時点で、計 2,351 団体が同プラットフォームに加盟している。 2 

図表３ 地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム会員数（2020年７月末時点） 3 

 4 
 当プラットフォームでは、①マッチング支援、②分科会運営、③普及展開活動を通じて、ＳＤＧｓの5 
達成に向けたプロジェクトの創出や成功事例の共有等を目的とした水平的・垂直的連携を推進しており、6 
これまで、ＳＤＧｓの達成に向けた課題を設定するとともに、会員間で議論を深めるための分科会が 377 
件設置され、官民連携のもと新たな取組を生み出す基盤として成長しつつある。金融機関を提案者とす8 
る分科会も設置されており、ＳＤＧｓの達成に向けた金融機関の役割が活発に議論されている。 9 
 10 

② 「令和元年度上場企業及び機関投資家等における地方創生ＳＤＧｓに関する調査」 11 
また、今年度内閣府では、「上場企業及び機関投資家等における地方創生ＳＤＧｓに関する調査・検討12 

会」が設置され、地方創生ＳＤＧｓの取組について、より一層の取組促進として、地方創生ＳＤＧｓ金13 
融を通じた自律的好循環の形成に向け、上場企業や機関投資家等に、 14 

・上場企業による地方創生ＳＤＧｓへの取組の促進 15 
・機関投資家等による地方創生ＳＤＧｓへ取り組む企業への投融資の拡大 16 

を目的にアンケート調査及び取組事例調査を実施した。以下に本調査結果の概要を示す。 17 
  18 

【上場企業】 19 
 地方創生ＳＤＧｓへ取り組むメリットとして、「既存事業の拡大」、「新規事業創出」、「人材獲得への20 

好影響」などが挙げられた。 21 
 地方創生ＳＤＧｓに既に取り組んでいる企業が回答の約１／３を占め、検討中を合わせると６割を22 
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超える。 1 
 回答企業の７割近くが、地方創生ＳＤＧｓへの取組は、現在の収益事業の一部と位置付けている。 2 
 ステークホルダーとの連携を重要と考える企業は多く、重視する連携先は市区町村が約６割と最も3 

多く、次いで都道府県が約５割であった。 4 
 連携を進める上での課題として、「連携先を見つける手段等がない」が約４割であった。また、地方5 

公共団体との連携に有効な仕組みとしては、「マッチング」、「事例の見える化」が約６割を占めた。 6 
 ＳＤＧｓへの取組状況について投資家へ「見える化」することは有効手段であり、ニーズがある。 7 
  8 
【機関投資家】 9 

 ＳＤＧｓ取組については「企業が取組を開示することは『とても重要』」が約７割。取組の「見える10 
化」は、「投資判断のきっかけとなる」との回答が約５割。 11 

 地方創生ＳＤＧｓの取組をしている地方公共団体、企業等については、「地方創生ＳＤＧｓの取組12 
を行う企業へ積極的な投資を行う」投資家等が約５割。「取組を行っている地方公共団体の方が資13 
金を集めやすい」と思うが約９割。 14 

 15 
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３．地方創生ＳＤＧｓ金融を通じた自律的好循環の形成に向けて 1 
 2 
地方創生ＳＤＧｓ金融の中核となる活動が自律的好循環の形成である。自律的好循環の形成には、自3 

治体、地域企業、地域金融機関など、地域に関わる多様なステークホルダーが参加する。多様なステー4 
クホルダーの連携はＳＤＧｓという共通言語を介して行われる。すなわち地域におけるＳＤＧｓ達成に5 
向けた多様なステークホルダーによる多様な活動と、自律的好循環の形成は多くの部分で重複する。特6 
に自律的好循環で重視する点は、事業活動を通じて、地域課題の解決を図りながらキャッシュフローを7 
生み出し、得られた収益が地域に再投資される仕組みを実現することである。このような自律的好循環8 
の形成促進のために、その主役となる地域企業と地域金融機関の活動を支援する仕組みが求められる。9 
そのために提案されたものが地域企業の登録・認定制度と地域金融機関の表彰制度である。企画されて10 
いるガイドラインの策定により、これらの制度の見える化や透明化が一層進展するものと期待される。 11 

 12 
図表４地方創生ＳＤＧｓ金融を通じた自律的好循環形成の全体像 13 

 14 
内閣府では、「地方創生ＳＤＧｓ金融」を推進するための具体的な手法として、登録・認証等制度の展15 

開や、様々なステークホルダーによる事業の取組に対する評価手法等の構築などの枠組みについて、本16 
格的な検討が進められているところである。具体的には、地方公共団体や民間団体等が、「地方創生ＳＤ17 
Ｇｓ登録・認証等」を通じてＳＤＧｓに取り組む企業の取組を「見える化」することで、持続性の高い18 
事業に取り組む地域事業者へ金融支援が提供され、事業の成長が促進される仕組みの構築を検討してい19 
る。これにより、地方公共団体・地域事業者・金融機関等の全てのステークホルダーの成長が促進され、20 
自律的好循環の形成につながることが考えられる。 21 

特に、地方創生ＳＤＧｓ金融を通じた自律的好循環の形成の実現に向けては、地域事業者等のＳＤＧ22 
ｓに関連する活動の「見える化」の重要性が様々な政府重要文書で喚起されたところである。例えば、23 
令和元年12月に改訂されたＳＤＧｓ推進本部の「ＳＤＧｓ実施指針」、「ＳＤＧｓアクションプラン2020」、 24 
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第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」等においては、「登録・認証等制度」の重要性が指摘されて1 
おり、「登録・認証等制度」の構築により、「見える化」された企業等に対して地域金融機関等の支援が2 
拡大し、さらに多くのステークホルダーの関心と関与を促すことで、地方創生ＳＤＧｓ金融の自律的好3 
循環の形成の加速化に繋がることが期待されている。 4 
 5 

図表５ ＳＤＧｓアクションプラン２０２０ 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 

28 
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第３章 地方公共団体によるＳＤＧｓ登録・認証等制度の取組 1 
 2 
１．地方公共団体におけるＳＤＧｓ登録・認証等制度を巡る現状 3 
 4 
地方創生ＳＤＧｓに取り組む地域事業者等に対する登録・認証等制度においては、既に複数の地方公5 

共団体で、運用が開始されている。以下図表６は、地方公共団体が主体となり運用している登録・認証6 
制度の一例であり、先導的な取組と言える。 7 
既存制度では、ＳＤＧｓに関する地域での取り組み促進に向け、地方公共団体が地域事業者、民間団8 

体等のＳＤＧｓに関する取り組みを登録・認証・発信を行っている。既存の取り組みでは、登録・認証9 
により、地域事業者のＳＤＧｓに関する取り組みの見える化を通じて、地域の経済団体、金融機関、大10 
学等支援機関との連携促進や企業における経営計画等におけるＳＤＧｓの活用等が進められている。当11 
ガイドラインは、これらの先導的な取組等を参考に、更に登録・認証等制度を発展させ、広く普及させ12 
るために、制度の設計や運用に係る支援ツールとしての役割を担うものである。 13 
 14 

図表６ 地方公共団体における登録・認証等制度の取組状況の事例 15 

 16 
 17 
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２．「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」の意義 1 
 2 
「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」は様々なステークホルダーが関わることで、地域への資金の3 

還流と再投資による自律的好循環の形成につながり、各ステークホルダーが便宜を得られることを想定4 
している。 5 
以下に各ステークホルダーにとっての本制度に取組む意義の例を示す。 6 
なお、「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」は、地方公共団体のみならず、民間団体等も登録・認証7 

団体となり得ることが想定されており、地域ごとのニーズに合わせて様々な制度の構築が期待される。 8 
 9 
地域事業者 10 

o 事業を通じたＳＤＧｓに関する取組が登録・認証団体によって評価・「見える化」されことで、11 
ＳＤＧｓを通じた地方創生への貢献度や、事業の持続性の高さ等が対外的に明示される。 12 

o 域内外における企業の認知度向上に繋がり、金融機関からの融資機会の拡大や地方公共団体・13 
民間団体等との連携機会の拡大が期待される。 14 

o ＰＲ効果の向上による事業機会の拡大、（官公庁入札案件での)入札時の加点、（他社・学術機関15 
等との）ネットワーキングの機会提供、地方公共団体、業界団体等からの事業拡大に必要なス16 
キル構築の支援等の提供等、波及効果が考えられる。 17 

 18 
地域金融機関 19 

o 環境・経済・社会などＳＤＧｓの達成に資する持続性の高い事業を展開する企業の取組が登録・20 
認証団体によって評価・「見える化」されることで、企業支援の活性化や効率的に潜在的投融資21 
先の発掘につながる。 22 

o 投融資判断において、従前の投融資審査時に確認する財務・非財務情報に加え、補完的な情報23 
を得ることで、より包括的な企業の事業性評価が可能となり、より優良な投融資先へのアプロ24 
ーチの契機となることが期待される。 25 

 26 
地方公共団体 27 

o 登録・認証等により、地域におけるＳＤＧｓの取組の活性化・投融資機会の拡大による資金の28 
還流が起こり、地域における多様なステークホルダーの連携による自律的好循環の形成が期待29 
される。 30 

o 地域経済の活性化による税収の増加や、それぞれの「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」の31 
枠組みによってはサービス収入の増加等も考えられる。（制度の枠組みについて第 4 章以降で32 
詳述する）。 33 

o 地域事業者等の取組を評価し「見える化」されることで、地方創生ＳＤＧｓの推進における重34 
要な役割を果たすことが期待される。 35 

 36 
 37 
 38 
 39 
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 1 
第４章 「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」の構築に当たって 2 
 3 
１．「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」について 4 
 5 
（１）「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」の基本的な考え方 6 
 「地方創生ＳＤＧｓ金融調査・研究会」では、ＳＤＧｓに取り組んでいる、または取り組もうとする7 
地域事業者等に対し、「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証」を付与することで、以下の目的が達成されると議8 
論された： 9 

o 全国における地方創生ＳＤＧｓの認知度向上、及び今までＳＤＧｓに馴染みの薄かった地域事10 
業者への普及を促進すること 11 

o 既に地方創生ＳＤＧｓに取り組んでいる地域事業者の活動の「見える化」を行うこと 12 
 13 
また同研究会において、地域事業者と地方公共団体・民間団体、地域金融機関等の全てのステークホル14 
ダーが連携を強化し、事業の成長に資する機会を拡大させる必要性が指摘された。本制度は以下の基本15 
的な考え方に基づいて設立・運用されることが想定されている。 16 
 17 
①地域事業者のＳＤＧｓへの取組の「見える化」による地方創生ＳＤＧｓの推進： 18 
o 地域事業者が本業の一環で推進するＳＤＧｓに関する取組を登録・認証する制度を構築するこ19 

とで、各地域事業者における地方創生ＳＤＧｓ達成に寄与する財務・非財務情報の「見える化」20 
を実現する。 21 

o 「見える化」による各地域におけるＳＤＧｓに関する認知度向上や地域事業者への融資機会の22 
拡大等を通じ、地方創生ＳＤＧｓを通じた自律的好循環の基盤を構築する。 23 

 24 
②全ての事業者を対象とした裾野の広い制度枠組み： 25 
o 地域事業者ごとにＳＤＧｓに関する取組レベルが異なる点を加味し、自社の「宣言」のみの制26 

度から、目標を明示化することで可能となる「登録」、そして既にＳＤＧｓに関する取組が一定27 
程度進んでいる事業者に対しては定量指標を活用した評価を求める「認証」など、レベルを分28 
けることで、様々な地域事業者を対象とした制度・枠組みとする。 29 

 30 
③独自性に富む制度設計を可能とする柔軟性及び既存制度との整合性への配慮： 31 
o 本ガイドラインでは、登録・認証等制度の基本枠組み、構築に向け検討が必要な事項、構築に32 

向けた準備プロセスなどの基本的な事項や制度設計の考え方を示している。実際の制度設計に33 
おいては、各地方公共団体がＳＤＧｓに関する取組の進捗度や地域特性を踏まえ、独自の制度34 
設計・運用を柔軟に行うことが可能である。 35 

o 地方公共団体・民間団体等が制度構築を検討する上では、運営上の人的・経済的コストや、登36 
録・認証団体及び登録・認証を受ける地域事業者における事務的負担を最小化することが重要37 
である 38 

o また、既に地域事業者のＳＤＧｓに関する取り組みの見える化に関する取組を進めている地方39 
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公共団体の既存の登録・認証等制度との整合性に配慮し、既存の制度を最大限活用する。 1 
 2 
以下では、登録・認証制度の構築・運用に関心を有する地方公共団体及び民間団体が、各組織・団体3 

の既存の取組レベルに応じた独自の「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」構築を検討する際の参考と4 
して、「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」の基本的な構成要素の提示及び制度の構築に向けて必要と5 
なる準備ステップの例示を行っている。 6 

なお、先述の通り、本ガイドラインは「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」の構築及び活用に資す7 
る情報提供を行うことを目的に策定されたものである。今後、本ガイドラインを基礎とし、各地方公共8 
団体や各業界団体、民間企業が、本ガイドラインを発展させる形でそれぞれの状況に応じた独自性に富9 
む「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」を構築することが期待される。 10 
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（２）「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」の枠組み 1 
①登録・認証等制度の登録・認証団体及び申請者等について 2 

上述の通り、「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」における登録・認証団体としては地方公共団体・3 
民間団体等を想定しており、運用方法等においては、下図表７の３パターンが考えられる。 4 

 5 
ⅰ）地方公共団体が単独で制度を構築・運用 6 
ⅱ）民間企業・団体が単独で制度を構築・運用 7 
ⅲ）地方公共団体と民間企業・団体が連携・協力して制度を構築・運用 8 
  9 
申請者としては、中小企業等の地域事業者をはじめとして、地域金融機関や上場企業（その地方支店 10 

・拠点等含む）等、多様な企業・団体を想定している。 11 
 12 

図表７ 地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度の登録・認証団体等のイメージ  13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 また、次項の（２）②で詳細について説明するが、制度設計・運用においては、登録・認証団体の特23 
性や制度の目的等に応じて、「宣言」「登録」「認証」といった段階的な制度が必要であると想定している。 24 
下図表８のとおり、登録・認証団体において、以下のパターンが考えられる。 25 
 26 
ⅰ）「宣言」「登録」「認証」の中から一つを選択して制度を設計・運用 27 
ⅱ）「宣言」「登録」「認証」の中から複数を選択して、地域事業者が取り組みレベル等に応じて「宣言」28 

「登録」「認証」を選ぶことができる段階的な制度を設計・運用 29 
図表８ 様々な制度設計・運用のイメージ 30 

 31 
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② 地域事業者等におけるＳＤＧｓの取組状況等に応じた登録・認証基準の設定の考え方 1 
各地方公共団体及び民間企業・団体が制度を構築するに際しては、制度の登録・認証団体の特性や制2 

度運用の目的、申請者である中小企業等の地域事業者のニーズに応じて制度を設計することが望ましい。 3 
そのため、上述の通り、登録認証団体として各地方公共団体・民間企業等各々で「宣言」、「登録」、「認4 

証」のいずれか、または複数の制度を選択し、制度の設計と運用を行うことを想定している。 5 
そのため、一つの登録・認証団体が「宣言・登録」、「登録・認証」、「宣言・登録・認証」など、複数6 

の制度を設置・運用することも考えられる。 7 
例えば、ＳＤＧｓに関する登録・認証制度の設置・運用の初期検討段階にある地方公共団体・民間団8 

体は、「宣言」から制度を開始し、すでに地域事業者のＳＤＧｓに関する取り組みの「見える化」に関す9 
る取り組みを開始している地方公共団体・民間団体は、「登録」「認証」レベルの双方またはいずれかの10 
制度の設置を検討するなど、登録・認証団体の裁量で制度設計を行うことを想定している。 11 

一方、申請者である中小企業等の地域事業者は、自社のＳＤＧｓに関する取り組みの進捗や登録・認12 
証の目的等に応じて、登録・認証制度の選択を行う。 13 

これからＳＤＧｓに関連する取り組みを開始する企業は「宣言」制度を活用し、既に一定程度、ＳＤ14 
Ｇｓに関する取り組みを進めており、非財務情報の見える化による自社の企業価値の向上を目指す地域15 
事業者は「認証」を申請するなど、各申請者の状況に応じた制度の活用が想定される。 16 

地域事業者は、自社の拠点のある地方公共団体における制度を活用することもあれば、それ以外の地17 
方公共団体・民間企業・団体の制度を活用することも考えられる。 18 

以降に、「宣言」「登録」「認証」毎に想定される制度の活用例を示す。 19 
 20 
ⅰ）地方創生ＳＤＧｓ宣言 21 
（制度により見込まれる効果の例：ＳＤＧｓへ取組む地域事業者のすそ野拡大） 22 

【対象】 23 
o ＳＤＧｓに関する取組をこれから行うことに意欲のある地域事業者等を対象 24 

 【要件等】 25 
o 地方創生ＳＤＧｓの考え方を理解した上で、自社のＳＤＧｓへの取組への意思を書面等により26 

宣言 27 
 28 

ⅱ）地方創生ＳＤＧｓ登録 29 
（制度により見込まれる効果の例：地域事業者の地方創生ＳＤＧｓにかかる事業の高度化） 30 

【対象】 31 
o 既に一定程度ＳＤＧｓへの取組が進んでいる、またはＳＤＧｓに関する取組をさらに積極的に32 

行うことに意欲のある地域事業者等 33 
【要件等】 34 
o 地方創生ＳＤＧｓの考え方を理解し、自社のＳＤＧｓに関する取組について定性的または定量35 

的な目標を定めた上で、ＳＤＧｓへの取組を書面等で提出 36 
o ＨＰ等を通じた取組の社内外への発信を行う 37 
o 登録・認証機関が申請内容の適格性について定期的に確認(申請者は有効期間に応じて更新のた38 

めの申請が必要) 39 
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ⅲ）地方創生ＳＤＧｓ認証 1 
（制度により見込まれる効果の例：地域事業者の取組の専門的・客観的な評価による事業拡大） 2 

【対象】 3 
o 既に一定程度ＳＤＧｓへの取組が進んでおり、一定の結果が出ている、もしくは結果を積極的4 

に検証する意欲のある地域事業者等 5 
【要件等】 6 
o 地方創生ＳＤＧｓの考え方を理解し、環境・経済・社会それぞれに対し複数の定量的な目標   7 

（ＫＰＩ）を定めた上で、ＳＤＧｓへの取組を書面等で提出 8 
o ＳＤＧｓに沿った活動の成果を定量的に測定し、開示（登録・認証機関は、金融機関が投融資9 

等の判断に活用可能かという観点も踏まえた情報の開示を促す） 10 
o ＨＰ等による普及活動のほか、官民連携による普及活動に取り組む 11 
o 活動の評価結果を踏まえ、翌年以降の取り組みに反映するための方法等を計画し、登録・認証12 

機関からの審査を受ける 13 
o 登録・認証機関は金融機関が融資等の判断に活用可能かという観点で、審査申請内容を事実に14 

基づき審査 (申請者は有効期間に応じて更新のための申請が必要) 15 
 16 
この三つの制度レベルをまとめたものが下記図表９である。 17 
 18 

図表９ 各登録・認証団体の評価基準・評価手法レベル 19 

 20 
（参考）地方創生ＳＤＧｓ取組評価手法について 21 

登録・認証を行うに当たっては、ＳＤＧｓの達成及び地方創生につながる取組を評価することが重要22 
である。どのような取組が上記に該当するかについては、各地方自治体・民間団体等が、地方創生ＳＤ23 
Ｇｓ金融調査・研究会の「地方創生ＳＤＧｓ金融の官民連携のパートナーシップによる自律的好循環形24 
成に向けて 12」（2019 年 11 月 21 日）における「地方創生ＳＤＧｓ取組達成度評価項目」等を参考とし、25 
地域の実情等に応じた評価基準等を設定することが期待される。 26 

                                                      
12 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/kaigi/pdf/sdgs_finance_report_main.pdf 



25 | 

図表１０ 地方創生ＳＤＧｓ取組達成度評価項目（抜粋） 1 

 2 
 3 

 4 
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③登録・認証プロセス 1 
登録・認証制度の運用主体にとって、具体的な登録・認証を行うプロセスは、以下の３つのステップ2 

を想定している。 3 
 4 
１）地域事業者からの申請の受付（宣言・登録・認証） 5 
２）登録認証団体またはそれと協力関係にあるその他団体による確認/審査（登録・認証） 6 
３）地域事業者の登録/認証完了、取組の継続 7 

 8 
図表 11 登録・認証プロセス 9 

 10 
 11 
１）地域事業者による申請の受付（宣言・登録・認証） 12 

登録・認証団体が応募を募るにあたっては、登録事業者の裾野を広げることを目指すため、地域事業13 
者・確認/審査者両者にとって分かりやすい仕組みが必要と考えられる。（例：オンラインフォーム、自14 
己審査チェックシートの提供等）。地域事業者は、所定の手続きに基づき申請を行い、登録・認証団体が15 
登録要件等を確認した上でその申請を受け付ける。 16 
 申請の際、例えば、既存制度では、地域事業者から以下の情報の提出を求めている。 17 

o ①申請企業の概要（所在地、名称、代表者、設立年、従業員数、資本金など） 18 
o ②取り組み内容概要（SDGs 達成に向けた経営方針、ＳＤＧｓ達成に向けた重点的な取組など） 19 
o ③取り組み内容詳細（自社の取り組みのＳＤＧｓ１７ゴール１６９ターゲットとの対応） 20 
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 1 
２）登録・認証団体またはそれと協力関係にあるその他団体による確認/審査（登録・認証） 2 
続いて、登録・認証団体は、申請書類の確認・審査を行う。その際に、地方公共団体又は民間団体が3 

単体で登録・認証及びそれに係る確認・審査を行う場合や、地方公共団体と民間団体が協力して登録・4 
認証等を行うことも考えられる。確認・審査の方法については、運用主体ごとにプロセス、関係者、基5 
準などを規定し、特に評価基準については事前に公表することが望ましい。 6 
 7 
３）申請者に対する登録・認証完了の通知、継続的な取り組みの促進 8 

その後、登録・認証団体は、地方事業者のＳＤＧｓへの取組達成度を評価し、登録・認証の通知を行9 
う。この際に、地域事業者に対して直接登録証・認証を授与するのみだけでなく、それら事業者を公表10 
するなど、ＰＲ効果も考慮した方法は各地方公共団体・民間団体に委ねられる。 11 

登録・認証は、登録・認証団体毎に継続的な取り組みの進捗確認実施することが想定されており、登12 
録・認証制度の設置により、地域事業者に対してＳＤＧｓに関する継続的な取り組みを求める。 13 

以上を踏まえた、「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」の全体像は以下図表 12 である。 14 
登録・認証制度を中心に、地域事業者のＳＤＧｓに関する取り組みの「見える化」が実現することで、15 

「地方創生ＳＤＧｓ金融」を通じた自律的好循環の形成を目指す。 16 
 17 

図表 12 地方創生ＳＤＧｓ金融の自律的好循環 18 
 19 
 20 
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２．「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」の構築・運用に向けた準備等 1 
 2 
 以下図表 13 は、地方自治体・民間団体等が「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」の構築・運用開始3 
に向けて必要となる代表的な準備ステップを示したものである。 4 

実際の制度構築においては、各地方公共団体、民間団体等の実情に応じて必要な準備を進めることが5 
求められる。 6 

まず、制度の構築・運用に向けた準備等を開始するに当たって、登録・認証団体として、どのレベ7 
ルの制度を構築・運用していくかについての方針を決定する必要がある。 8 
そのためには、以下が必要であると考えられる。 9 

 10 
o 制度の目的や意義等についての理解・共有 11 
o 地域の実情や課題等に基づいた制度の検討 12 

 13 
制度の構築・運用方針を決定したうえで、事項以降の各制度における準備ステップを参考に制度設計14 

等を進めていくことが想定される。 15 
 16 

図表 13 「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」の構築に向けた準備ステップ（レベル別） 17 

 18 
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「宣言」制度の設置に向けた準備ステップ （以下は準備ステップの一例） 1 
 2 

ステップ１：制度の全体設計 3 
①制度構築・運用までの活動計画と、達成すべき目標(例：「宣言」登録事業者数)の決定 4 
o 地方公共団体、民間団体ごとに運用を目指す制度（宣言・登録・認証）を検討し、運用5 

開始までに検討が必要となる事項の洗い出しを行い、活動計画を作成することが期待さ6 
れる。（例 構築チーム立ち上げ、検討が必要な事項のタイムラインの決定等）。 7 

o また、広報活動等の規模を検討するために、運用開始後の初年度宣言登録事業者数の目8 
標を設定すること等が期待される。 9 

 10 
②主要なステークホルダー(登録・認証団体、地域事業者、金融機関等)の役割の定義 11 
o 制度構築後の円滑な運用には、多様なステークホルダーとの協力が必要となる。 12 
o 制度運用面でどのようなステークホルダーがどういった役割を担う必要があるかを明確13 

化し、各ステークホルダーに対する働きかけの方法等を整理することが期待される。 14 
 15 

③運用方法・体制の設計 16 
o 登録・認証等制度の運用開始後に制度を円滑に運用するために、運用に必要となる人数・17 

予算の検討、人員確保のための方法の検討を行う。 18 
o 地域事業者・地域住民へ宣言・登録・認証等制度の運用開始及び参加することの意義等19 

を伝えるための具体的な施策・方法を検討することが期待される。 20 
 21 

④必要に応じて地域事業者・金融機関への優遇策の設計 22 
o 地域事業者の制度活用を促進のため、地方自治体として建設工事及び一部業務委託の競23 

争入札（公共調達）参加資格に関する発注者別評価項目で加点対象とするなど、必要に24 
応じて制度活用を促進する優遇策の設計が期待される。 25 

o 自律的好循環形成のためにも、金融機関に対しても本登録・認証制度等に参画する地域26 
事業者に対して積極的に商品・サービスを提供することを促進する策（表彰、ＳＤＧｓ27 
関連イベントでの登壇など）が優遇策として考えられる。 28 

 29 
ステップ２：申請方法等の詳細設計 30 

①申請様式の作成 31 
o 宣言・登録・認証ごとに申請に必要となる様式を作成し、申請方法を決定することが期32 

待される。 33 
 34 

ステップ３：地域事業者への進捗確認方法の詳細設計 35 
①宣言制度については必須ではない。 36 

 37 
ステップ４：制度運用に必要な外部のステークホルダーとの協力体制の確立 38 

①制度運用にあたり、外部のステークホルダーと協力すべき事項の特定 39 
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o 制度運用では、地域事業者への認知度向上のための広報活動等を行う必要があるため、1 
制度運用において協力が必要となる事項を特定、整理することが期待される。 2 

 3 
②制度推進における協力先候補(例 : 商工会議所等、地域の経済団体等との連携)を洗い出した4 
のち、候補の外部機関と交渉し、協力体制の確立 5 
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「登録」制度の設置に向けた準備ステップ （以下は準備ステップの一例） 1 
 2 

ステップ１：制度の全体設計 3 
①制度構築・運用までの活動計画と、達成すべき目標(例：「宣言」登録事業者数)の決定 4 
o 地方公共団体、企業、団体ごとに運用を目指す制度（宣言・登録・認証）を検討し、運5 

用開始までに検討が必要となる事項の洗い出しを行い、活動計画を作成することが期待6 
される。（例 構築チーム立ち上げ、検討が必要な事項のタイムラインの決定等）。 7 

o また、広報活動等の規模を検討するために、運用開始後の初年度宣言登録事業者数の目8 
標を設定すること等が期待される。 9 

 10 
②主要なステークホルダー(登録・認証団体、地域事業者、金融機関等)の役割の定義 11 
o 制度構築後の円滑な運用には、多様なステークホルダーとの協力が必要となる。 12 
o 制度運用面でどのようなステークホルダーがどういった役割を担う必要があるかを明確13 

化し、各ステークホルダーに対する働きかけの方法等を整理することが期待される。 14 
 15 

③運用方法・体制の設計 16 
o 登録・認証等制度の運用開始後に制度を円滑に運用するために、運用に必要となる人数・17 

予算の検討、人員確保のための方法の検討を行う。 18 
o 地域事業者・地域住民へ宣言・登録・認証等制度の運用開始及び参加することの意義等19 

を伝えるための具体的な施策・方法を検討することが期待される。 20 
 21 

④必要に応じて地域事業者・金融機関への優遇策の設計 22 
o 地域事業者の制度活用を促進のため、地方自治体として建設工事及び一部業務委託の競23 

争入札（公共調達）参加資格に関する発注者別評価項目で加点対象とするなど、必要に24 
応じて制度活用を促進する優遇策の設計が期待される。 25 

o 自律的好循環形成のためにも、金融機関に対しても本登録・認証制度等に参画する地域26 
事業者に対して積極的に商品・サービスを提供することを促進する策（表彰、ＳＤＧｓ27 
関連イベントでの登壇など）が優遇策として考えられる。 28 

 29 
ステップ２：申請方法等の詳細設計 30 

①申請様式の作成 31 
o 宣言・登録・認証ごとに申請に必要となる様式を作成し、申請方法を決定することが期32 

待される。 33 
 34 

②評価項目の決定 35 
o 登録・認証を行う機関ごとに審査の基準の透明性、一貫性を担保するため、明確な評価36 

項目を設定することが期待される。 37 
 38 

③登録・認証の実施方法及び有効期間の設定 39 
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o 登録・認証等制度とも、定期的に登録・認証企業の取組達成度を確認することが望まし1 
いため、登録・認証の有効期間を設定し、有効期間後も継続的に認証を受けるための仕2 
組みを整備する。 3 

④評価に必要な人員・予算等を見積もり、評価体制の構築 4 
o 各組織において、登録・認証のための評価を実施する人員数、評価に必要となる作業工5 

数等を確認し、必要となる人員を確保し、組織内で評価体制を確立することが期待され6 
る。 7 

 8 
⑤評価項目に対する申請内容について、適格性を判断するための基準の設計 9 

 10 
ステップ３：地域事業者への進捗確認方法の詳細設計 11 

①登録制度については必須ではない。 12 
 13 
ステップ４：制度運用に必要な外部のステークホルダーとの協力体制の確立 14 

①制度運用にあたり、外部のステークホルダーと協力すべき事項の特定 15 
o 制度運用では、 地域事業者への認知度向上のための広報活動等を行う必要があるため、16 

制度運用において協力が必要となる事項を特定、整理することが期待される。 17 
 18 
②協力相手候補(例 : 商工会議所等、地域の経済団体等との連携)の洗い出し、候補の外部機関19 

との交渉の上、協力体制の確立 20 
 21 
 22 
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「認証」制度の設置に向けた準備ステップ （以下は準備ステップの一例） 1 
 2 

ステップ１：制度の全体設計 3 
①制度構築・運用までの活動計画と、達成すべき目標(例：「宣言」登録事業者数)の決定 4 
o 地方公共団体、企業、団体ごとに運用を目指す制度（宣言・登録・認証）を検討し、運5 

用開始までに検討が必要となる事項の洗い出しを行い、活動計画を作成することが期待6 
される。（例 構築チーム立ち上げ、検討が必要な事項のタイムラインの決定等）。 7 

o また、広報活動等の規模を検討するために、運用開始後の初年度宣言登録事業者数の目8 
標を設定すること等が期待される。 9 

 10 
②主要なステークホルダー(登録・認証団体、地域事業者、金融機関等)の役割の定義 11 
o 制度構築後の円滑な運用には、多様なステークホルダーとの協力が必要となる。 12 
o 制度運用面でどのようなステークホルダーがどういった役割を担う必要があるかを明確13 

化し、各ステークホルダーに対する働きかけの方法等を整理することが期待される。 14 
 15 

③運用方法・体制の設計 16 
o 登録・認証等制度の運用開始後に制度を円滑に運用するために、運用に必要となる人数・17 

予算の検討、人員確保のための方法の検討を行う。 18 
o 地域事業者・地域住民へ宣言・登録・認証等制度の運用開始及び参加することの意義等19 

を伝えるための具体的な施策・方法を検討することが期待される。 20 
 21 

④必要に応じて地域事業者・金融機関への優遇策の設計 22 
o 地域事業者の制度活用を促進のため、地方自治体として建設工事及び一部業務委託の競23 

争入札（公共調達）参加資格に関する発注者別評価項目で加点対象とするなど、必要に24 
応じて制度活用を促進する優遇策の設計が期待される。 25 

o 自律的好循環形成のためにも、金融機関に対しても本登録・認証制度等に参画する地域26 
事業者に対して積極的に商品・サービスを提供することを促進する策（表彰、ＳＤＧｓ27 
関連イベントでの登壇など）が優遇策として考えられる。 28 
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ステップ２：申請方法等の詳細設計 1 
（2. 登録・認証等制度の設計のうち初回申請時と更新時の評価方法を設計) 2 

①申請様式の作成 3 
o 宣言・登録・認証ごとに申請に必要となる様式を作成し、申請方法を決定することが期4 

待される。 5 
 6 

②評価項目の決定 7 
o 登録・認証を行う機関ごとに審査の基準の透明性、一貫性を担保するため、明確な評価8 

項目を設定することが期待される。 9 
 10 

③登録・認証の実施方法及び有効期間の設定 11 
o 登録・認証等制度とも、定期的に登録・認証企業の取組達成度を確認することが望まし12 

いため、登録・認証の有効期間を設定し、有効期間後も継続的に認証を受けるための仕13 
組みを整備する。 14 

 15 
④評価に必要な人員・予算等の見積もり、評価体制の構築 16 
o 各組織において、登録・認証のための評価を実施する人員数、評価に必要となる作業工17 

数等を確認し、必要となる人員を確保し、組織内で評価体制を確立することが期待され18 
る 19 

 20 
⑤認証の取り消しとする基準・方法の設計 21 
o 認証を受けた企業に関して、認証取り消しとする基準を設定する。 22 
 23 

⑥評価項目に対する申請内容について、適格性を判断するための基準及び事実確認を行う方法24 
の設計 25 
o 評価項目ごとに申請に対する審査のポイント設定や審査ポイントごとの合否基準の設26 

定、申請書の事実確認を行うための方法（必要書類の提出など）等を検討することが期27 
待される。 28 

 29 
ステップ３：地域事業者への進捗確認方法の詳細設計 30 

①地域事業者の取組状況の進捗確認方法の設計 31 
o 当初設定したＫＰＩに対する進捗状況を例えば、毎月ウェブ上で登録する、数か月おき32 

に簡易報告書の提出を求めるなど、取り組みの進捗確認方法を明確化する。 33 
 34 

②取組状況開示様式の作成 35 
o 開示様式を作成し、認証企業に開示を求める頻度等を決定する。 36 

 37 
③地域事業者の取り組みの進捗確認に必要な人員・予算等の見積もり、体制の構築 38 
o 認証企業の取り組みの進捗確認に必要となる作業項目の洗い出しを行い、必要となる人39 
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員・予算等を把握した上で組織内に進捗確認体制を構築する。 1 
 2 

ステップ４：外部のステークホルダーとの協力体制の確立 3 
①制度運用にあたり、外部のステークホルダーと協力すべき事項の特定 4 
o 制度運用では、 地域事業者への認知度向上のための広報活動等を行う必要があるため、5 

制度運用において協力が必要となる事項を特定、整理することが期待される。 6 
 7 
②協力相手候補(例 : 商工会議所等、地域の経済団体等との連携)の洗い出し、候補の外部機関8 

との交渉の上、協力体制の確立 9 
 10 
③認証等制度の運用では、地方公共団体が宣言・登録制度の運用を行い、認証については外11 

部格付け会社等と協力するなど、柔軟な制度の運用方法を検討することが可能である。 12 
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第５章 本ガイドラインの今後の方向性 1 
 本ガイドラインは、地域事業者のＳＤＧｓに関する取組の「見える化」と一層の推進を実現するため2 
の「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」の構築に資する情報提供を目的に作成されたものであり、本3 
ガイドラインの活用方法は地方公共団体・民間団体などの登録・認証団体の判断に委ねられている。 4 
 したがって今後も、状況の変化や登録・認証制度の普及・進展に応じ、地方公共団体関係者、民間企5 
業、住民、有識者をはじめ関係各分野からのご意見を踏まえながら継続的に見直しを実施する予定とし6 
ている。 7 
 8 
 9 
留意事項 10 

 11 
本ガイドラインには法的拘束力はなく、ある行為等が、本ガイドラインに記載された事項（「べきであ12 

る」と表記した項目を含む。）に準拠しなかったことをもって、本ガイドラインに基づき法令上の罰則等13 
が課されるものではありません（ただし、その行為等が他の法令等に抵触する場合には、当然、当該法14 
令等に基づき罰則等が課される場合があるので留意が必要です。）。 15 

地方創生ＳＤＧｓ金融調査・研究会（事務局：内閣府地方創生推進事務局）は、本ガイドラインに記16 
載された情報の利用等、又は、本ガイドラインの変更、廃止等に起因し、又は関連して発生する全ての17 
損害、損失又は費用について、いかなる者に対しても何らの責任を負うものではありません。 18 
 19 


